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「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための

低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する基本計画」

の平成２３年度の進ちょく状況について

平 成 ２ ４ 年 ５ 月

内閣官房総合海洋政策本部事務局

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び

拠点施設の整備等に関する法律（平成２２年法律第４１号）第３条の規定に基

づき平成２２年７月１３日に閣議決定した「排他的経済水域及び大陸棚の保全

及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する基本計

画」（以下「基本計画」という。）は、基本計画の毎年度の進ちょく状況につい

て翌年度速やかに総合海洋政策本部へ報告することを定めている 。※

このため、基本計画の平成２３年度末における進ちょく状況を以下のとおり

総合海洋政策本部に報告するとともに、引き続き基本計画の着実な実施を図る

こととする。

◎平成２３年度に実施した主な事項（詳細は参考資料を参照）

（１）低潮線の保全に関する事項

排他的経済水域等の安定的な保持のため、政令による低潮線保全区域の指

定、低潮線保全区域の巡視、排他的経済水域等の基礎となる低潮線周辺の無

主の土地の行政財産化、低潮線保全区域周辺の情報収集、低潮線データベー

スの構築、海洋台帳整備の着手等を実施した。

（２）特定離島を拠点とする活動に関する事項

広大な排他的経済水域等を日本及び世界のために有効活用するとの方針の

下に、サンゴ増殖技術の開発、人為的影響を受けない環境をいかした温室効

果ガス濃度等の観測、ＧＰＳ連続観測システムによる広域的な地殻変動の観

測、特定離島の利活用促進に向けた調査、海潮流観測等を実施した。

（３）拠点施設の整備に関する事項

特定離島を拠点とする活動を支援するため、南鳥島における特定離島港湾

施設の建設を継続するとともに、沖ノ鳥島における特定離島港湾施設の建設

に着手した。

CS884970
タイプライターテキスト
報告事項２

CS884970
タイプライターテキスト

CS884970
タイプライターテキスト

CS884970
長方形



- 2 -

※ 基本計画（抜粋）

５．その他低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する事項

（１）基本計画の進ちょく状況の総合海洋政策本部への報告

この基本計画に基づく低潮線の保全に関する措置、特定離島を拠点とする活動、拠

点施設の整備等の毎年度の進ちょく状況について、翌年度速やかに総合海洋政策本部

へ報告し、計画の着実な実施を図る。
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「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための

低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する基本計画」

の平成２４年度の実施事項について

平 成 ２ ４ 年 ５ 月

内閣官房総合海洋政策本部事務局

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び

拠点施設の整備等に関する法律（平成２２年法律第４１号）第３条の規定に基

づき平成２２年７月１３日に閣議決定した「排他的経済水域及び大陸棚の保全

及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する基本計

画」（以下「基本計画」という。）の平成２３年度末における進捗状況を踏まえ、

基本計画の平成２４年度の実施事項について、以下のとおりとする。

◎平成２４年度に実施する事項（詳細は参考資料を参照）

平成２３年度からの継続事項に加え、主な事項として下記に取り組む。

（１）低潮線の保全に関する事項

低潮線保全区域の巡視・調査、海洋台帳の整備のほか、低潮線データベー

スの管理・運用、低潮線保全区域の巡視体制の整備、監視体制の強化等を実

施する。

（２）特定離島を拠点とする活動に関する事項

「白嶺」等による特定離島周辺海域の海洋鉱物資源調査、電子基準点によ

るＧＮＳＳ（旧ＧＰＳ）連続観測等を実施する。

（３）拠点施設の整備に関する事項

南鳥島及び沖ノ鳥島における特定離島港湾施設の建設を継続する。



１ 
 

基本計画の進ちょく状況 

主な計画事項 主な目標 主な平成２３年度実施事項 主な平成２４年度実施予定 

（１）低潮線の保全に関する事項 

低潮線及びその周辺状況の調査 航空レーザー測量による海底地形の

調査、ＡＵＶの導入、測量船の整備、

衛星写真の利用 

航空レーザー測量による海底地形

の調査、ＡＵＶの導入に向けた同

機器の整備、新型航空レーザー測

深機及び大型測量船の大規模改修

に係る予算確保、衛星写真の取得

航空レーザー測量、ＡＵＶの整

備、新型航空レーザー測深機及

び大型測量船の大規模改修、衛

星写真の利用 

海洋情報の集約 海洋情報クリアリングハウスに広範

囲の海洋情報の所在情報登録 

海洋情報クリアリングハウスの登

録情報の拡充 

同左 

海洋台帳の整備 海洋台帳の整備着手 海洋台帳の整備 

低潮線データベースの構築 低潮線及び低潮線の所在する離島に

関する情報の管理、関係機関での共有

低潮線データベースの構築 低潮線データベースの維持管

理、関係機関が保有する低潮線

に関する情報の収集 

低潮線保全区域の指定及び変更 海底地形等の調査確認及び区域指定、

必要な場合区域変更 

平成２３年６月１日に区域指定の

政令施行 

必要な場合区域変更 

低潮線保全区域における監視・

巡視、違反者の監督処分に係る

執行体制 

巡視・監視体制の整備・強化 低潮線保全区域の巡視及び巡視船

艇・航空機の業務遂行体制の強化

同左 

関係行政機関の連携手続き制定 連携手続き制定 － 

低潮線保全区域を有する離島の

管理 

排他的経済水域等の基礎となる低潮

線周辺の無主の土地を早期に行政財

産化 

平成２３年８月に行政財産化 

【別紙１】

－ 
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（２）特定離島を拠点とした活動 

サンゴ増殖技術の開発・確立に

よる国土保全 

サンゴ増殖技術の開発・確立、環礁国

家に対して島の保全・再生の技術協力

種苗生産技術、増殖基盤技術の開

発、開発技術確立のためのモニタ

リング、サンゴ礁生態系の修復や

養浜等を通じた島の保全・再生の

ための技術協力 

同左 

海洋鉱物資源開発の推進 特定離島周辺海域での基礎調査実施、

成果を踏まえ資源の開発・商用化 

周辺海域での基礎調査の実施 「白嶺」等による周辺海域での

調査実施 

持続的な漁業活動の推進 漁場調査の実施、漁業活動支援のため

の水産基盤の整備等の検討 

特定離島港湾施設の整備の進ちょ

く状況を踏まえて、内閣官房を中

心に関係省庁と検討（特定離島の

利活用促進に向けた調査実施） 

同左 

海洋における再生可能エネルギ

ー技術の実用化に向けた取組 

海洋における再生可能エネルギー技

術の実証試験場としての可能性検討 

海洋再生可能エネルギー技術の実

証試験 

同左 

自然環境をいかした新素材の開 

発 

海洋構造物の新素材の技術評価試験

の実施による新素材開発 

繊維系複合材、超耐食性金属等 

の耐久性試験（モニタリング） 

同左 

人為的影響を受けない環境をい

かした地球環境の観測 

全球大気監視計画に資する温室効果

ガス濃度等の地球環境の観測実施 

二酸化炭素、オゾン等の温室効果

ガス等の観測 

同左 

広域的な地殻変動観測 ＧＰＳ連続観測システムによる広域

な地殻変動の連続的観測 

電子基準点によるＧＰＳ連続観測

実施 

同左 

観測・研究活動の拠点としての

環境整備 

島への移動手段、研究・宿泊施設等の

利用に関するルール作りや関係省庁

が行う協力・支援の枠組み等の検討 

特定離島港湾施設の整備の進ちょ

く状況を踏まえて、内閣官房を中

心に関係省庁と検討（特定離島の

利活用促進に向けた調査実施） 

同左 



３ 
 

持続可能なエネルギーモデルの

検討 

必要とするエネルギーを再生可能エ

ネルギーで賄う仕組みについて検討 

特定離島港湾施設の整備の進ちょ

く状況を踏まえて、内閣官房を中

心に関係省庁と検討（特定離島の

利活用促進に向けた調査実施） 

同左 

海洋保護区の設定等による生態

系の適正な保全 

海洋保護区の設定等による生態系の

適正な保全方策について検討 

我が国の海洋保護区の設定の在り

方の明確化 

－ 

教育・観光の場としての活用等 旅客船クルーズを企画・推奨する等に

よる、教育や観光の場としての活用の

検討 

特定離島港湾施設の整備の進ちょ

く状況を踏まえて、内閣官房を中

心に関係省庁と検討（特定離島の

利活用促進に向けた調査実施） 

同左 

気象情報の提供、イベント等を通じ

て、国民に両島を周知する方法等の検

討 

気象情報のホームページでの公表 同左 

活動支援のための海洋データ収

集、海上の安全の確保 

海潮流観測等の実施、海洋特性の把握 沖ノ鳥島の礁内外における海潮流

観測等の実施 

同左 

灯台等の航路標識整備、安全の確保 灯台の管理 同左 

（３）拠点施設の整備に関する事項 

特定離島港湾施設の整備 南鳥島における整備 建設継続 同左 

沖ノ鳥島における整備 【別紙２】 建設着手 建設継続 

（４）その他の事項  

施策の効果的な実施のための関

係機関等の連携 

関係省庁連絡会議を設置し、定期的に

開催 

関係省庁連絡会議での省庁間協

力・調整 

同左 

国民への普及・啓発等 国民への普及及び啓発、地方自治体・

関係者等への理解と協力要請 

低潮線保全区域の指定等のホーム

ページ等での周知、低潮線保全区

域における広域性を周知する看板

設置 

引き続き、関連情報についてホ

ームページ等で周知 
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㉑礼文島海驢島西方の小島
㉒礼文島海驢島北方の小島

（北海道礼文町）

⑥南硫黄島周辺の小島
（東京都小笠原村・南硫黄島）

③嫁島後島東方の小島
（東京都小笠原村・嫁島）

⑩五島列島白瀬北西の小島
（長崎県小値賀町）

⑫対馬南風ノ波瀬付近の小島
（長崎県対馬市）

⑭沖ノ島北方の小島（福岡県宗像市）

⑮見島北方の小島
（山口県萩市）

⑯舳倉島北方の小島
（石川県輪島市）

⑤母島姪島東方の小島
（東京都小笠原村・姪島）

平成２３年８月に行政財産化した２３地区
※１地区に複数の島が含まれる場合がある。

⑨硫黄鳥島北西の小島
（沖縄県久米島町）

地図参照：CraftMAP (http://www.craftmap.box‐i.net/)

①沖岩
（北海道えりも町・襟裳岬）

⑦宮古島パナレ干瀬南方の小島
（沖縄県宮古島市）

⑧石垣島午の方石
（沖縄県石垣市）

⑪対馬コーノコ
（長崎県対馬市）

⑬壱岐島辰ノ島平瀬の小島
（長崎県壱岐市）

②媒島南東の小島
（東京都小笠原村・聟島）

④父島東磯
（東京都小笠原村）

⑰松前大島西方の小島
（北海道松前町）

⑱奥尻島屏風立岩付近の小島
奥尻島磯谷埼北方の小島

（北海道奥尻町）

⑳礼文島カランナイ岬沖の小島
礼文島召国ノ岬沖の小島

（北海道礼文町）

㉓弁天島
（北海道稚内市・宗谷岬）

⑲天売島赤岩埼西方の小島
（北海道羽幌町）

別紙１



⑮南西小島
（東京都小笠原村・西之島）

②涙ヶ浜東小島（東京都・（伊豆）鳥島）

⑤～⑭ 松江岬東小島他９島
（東京都小笠原村・南硫黄島）

⑯丸根南小島
（東京都小笠原村・北硫黄島）

③後東小島
（東京都小笠原村・嫁島）

①東小島（東京都・須美寿島）

⑰南西小島
（沖縄県北大東村・沖大東島）

⑱～⑳北西小島他２島
（沖縄県石垣市・久場島）

㉔白瀬北小島
（長崎県小値賀町・白瀬）

㉕田里生崎西小島
（長崎県対馬市・対馬）

㉖ノリ瀬（福岡県宗像市・沖ノ島）

㉗見島北オオ瀬
（山口県萩市・見島）

㉘小瀬
（石川県輪島市・舳倉島）

㉙～㉛トド岬西小島他２島
（北海道松前町・（松前）大島）

㉜トド島・㉝ボウズ岩
（北海道奥尻町・奥尻島）

㉞ベンサシ大島
（北海道礼文町・礼文島）

㊴エタシペ岩
（北海道斜里町・知床岬）

④鮪根南小島
（東京都小笠原村・姪島）

平成23年5月及び平成24年3月に地図・海図に記載する
名称を決定した、EEZ外縁を根拠付ける離島 （49島）

㉑北小島
（沖縄県石垣市・大正島）

㉒北北西小島・㉓北小島
（沖縄県久米島町・硫黄鳥島）

㊲水かぶり岩
（北海道枝幸町）

㊳幌内北小島
（北海道雄武町）

㉟三ツ岩・㊱種北小島
（北海道礼文町・礼文島）

地図参照：CraftMAP (http://www.craftmap.box‐i.net/)

①仲島
（岩手県大船渡市・首埼）

②かもめ島
（宮城県石巻市・金華山）

③カジヤ碆
（高知県土佐清水市・足摺岬）④岩瀬（中岩）

（長崎県五島市・肥前鳥島）

⑤ヒバン瀬・⑥ジロウ殿瀬
（長崎県対馬市・対馬）

⑦十島（島根県江津市・鳥屋鼻）

⑧ジャブジャブソリ
（北海道羽幌町・天売島）

⑨トド打ちの島・⑩ゴロタ離れ島
（北海道礼文町・礼文島）

※青字：平成23年5月に地図・海図に記載する名称を決定した10島
黒字：平成24年3月に地図・海図に記載する名称を決定した39島

2

（参考）
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原
村

に
属

し
て
い
る
。

○
サ

ン
ゴ
礁

か
ら
な
る
長

楕
円

形
の

島
で
、
リ
ー
フ
外

部
は

急
峻

で
勾

配
は

約
１
／

２
、
水

深
6
0
0
ｍ
～

1
,5
0
0
ｍ
超

と
な
る
。

○
国

土
交

通
省

（
水

管
理

・
国

土
保

全
局

）
が

昭
和

6
2
年

度
よ
り
保

全
工

事
を
実

施
、
平

成
1
9
年

3
月

に
海

上
保

安
庁

が
灯

台
を
設

置
し
て
い
る
。

○
平

成
2
2
年

6
月

に
低

潮
線

保
全

法
に
基

づ
く
特

定
離

島
に
指

定
し
、
拠

点
施

設
と
な
る
港

湾
施

設
を
建

設
し
て
い
る
。
（
平

成
2
3
年

～
2
8
年

度
）

○
そ
の

他
、
気

象
・
海

象
観

測
（
文

科
省

等
）
、
海

洋
構

造
物

の
耐

久
性

試
験

研
究

（
国

交
省

等
）
、
サ

ン
ゴ
の

培
養

殖
技

術
研

究
（
水

産
庁

等
）
な
ど

が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

沖
ノ
鳥
島
に
お
け
る
活
動
拠
点
整
備
等
の
概
要

沖
ノ
鳥

島

東
京

か
ら

約
1
,7
00
km

父
島

か
ら

約
9
0
0
km

我
が
国
の
領
海

及
び
Ｅ
Ｅ
Ｚ

約
４
４
７
万
km

２

約
４
２
万
km

２

（
出

典
）
海

上
保

安
庁
海

洋
情

報
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り

北
小

島
東

小
島

観
測

所
基

盤

耐
久

性
試
験

気
象

・
海
象

観
測

観
測

施
設

出
典

：
国

土
交

通
省

関
東
地

方
整
備

局
京
浜

河
川

事
務

所
Ｈ
Ｐ

＜
沖
ノ
鳥
島
の
位
置
＞

＜
沖
ノ
鳥
島
の
全
体
図
＞

別
紙
２




